
令和８年度（2026年度）第２次募集 

『区の魅力と活力向上推進事業補助金』 

応 募 の 手 引（安芸区版） 
 

 

募集期間 

令和 8年（2026年） 7月 1日（水）から 7月 17日（金）午後 5時 15分まで 

※相談については募集期間外も随時受け付けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

趣 旨 

安芸区役所では、地域の魅力や活力の向上に資する皆さんの主体的かつ継続的な活動を効果的に

支援することによって、地域特性を生かした個性豊かで魅力と活力のあるまちづくりを推進してい

くことに取り組んでいます。 

その支援方法の一つとして、区役所が設定したテーマ等に基づき、皆さんが自ら行うまちづくり

活動を広く募集し、選ばれた活動に補助金を交付します。 

皆さんの創意工夫を凝らした、個性あふれる活動の御応募をお待ちしています。 

 

 

 

申請受付、問合せ先 

安芸区役所地域起こし推進課（まちづくり支援センター） 
〒736-8501   広島市安芸区船越南３丁目４番３６号 

  電話：（082）821-4904   FAX：（082）822-8069 

   e-mail：ak-chiiki@city.hiroshima.lg.jp 

 

新規申請用 

区の魅力と活力向上推進事業補助金を活用して事業が実施された「『農』､『食』､『住』を作り出す地域交流活動プロジェクト」（R7 年度） 
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補助の対象となる団体 

３人以上で構成される団体※１が応募できます。 

※１ 町内会・自治会、連合町内会・自治会、地区・学区社会福祉協議会、ひろしまＬＭＯ、女性団体、

老人団体、子ども会、体育団体、青年団体、市民活動団体、ボランティアグループ、地域サークル、

ＮＰＯ、事業者（法人、企業、組合、業界団体等）などが該当します。 
なお、別表１（Ｐ８）のとおり、暴力団員関係者が構成員に含まれる団体や旧統一教会及び関連団

体・友好団体（同団体が連携・協力団体となっている団体を含む。）は、補助対象団体となりません。 

 

補助の対象となる活動 

区役所が設定した次のテーマ等に基づき、上記の団体が主体的かつ継続的※２に取り組む当該区

内での活動が対象となります。 

  ※２ 「継続的」とは、おおむね３年以上継続して行われる予定の活動をいいます。 
 
 【安芸区役所が設定したテーマ】 

テーマ１：人を育み、安全・安心で地域が支え合いながら健康に暮らせるまちづくり 

  テーマ２：豊かな自然と共存したやすらぎのあるまちづくり 

  テーマ３：ふれあいと文化の薫る交流のまちづくり 

  テーマ４：東部地域をつなぐ活力とにぎわいのあるまちづくり 

  その他区の魅力や活力の向上に資するまちづくりでも可 

（※ テーマの詳細、活動例は、Ｐ７を御覧ください。） 

 

 次の活動は対象外となります。 

１ 国・県・広島市または国・県・広島市が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資した法人

等から補助金等を受けて実施する活動 

２ 営利を目的とし、または特定の個人や事業者、団体、政党、宗教を利する活動 

３ 活動を行う地区の住民等の理解または協力を得る見込みのない活動 

４ その他市長が適当でないと認める活動（親睦やレクリエーション、備品や施設整備を主目的とした

ものなど） 

補助対象期間 

補助金交付決定通知の日から令和９年３月３１日までの間に実施する活動が対象となります。 

 （次年度以降も継続して実施する活動であっても、補助対象期間は令和９年３月３１日までとな

ります。） 

補助金額 

 １事業当たりの補助金の補助率及び補助限度額は、次のとおりです。 

 補助年度 補  助  率 補助限度額 

初 年 度 補助対象経費の３分の２以内 １００万円 

２年度目 補助対象経費の２分の１以内 ７０万円 

３年度目 補助対象経費の３分の１以内 ３５万円 

・ 同一団体の同一の活動に対しては、原則として連続する３年度を限度に補助することができ

ますが、２年度目以降も、毎年度申請が必要となります。なお、審査の結果、採択されない場

合、や申請額どおりの補助金額とならない場合があります。 

・ 隔年実施のイベントなど事業の内容により補助金の申請が連続した年度とならない場合につ

いても、申請を認めることがありますので御相談ください。 

・ 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。 
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補助対象経費 

  補助対象活動の実施に必要な以下のような経費が対象となります。ただし、事務所経費、総会

等会議開催費など団体の基礎的な運営に要する経費、人件費、飲食費、金融機関に対して支払う

振込手数料は対象になりません。 

 

項 目 内  容（留意点） 

謝礼金 外部から招く講師やアドバイザー等への謝礼金（金額が社会通念上適当とされる額
を超えたり、団体の構成員に対する謝礼金を含んだりしないこと。） 

交通費 外部から招く講師、アドバイザーやスタッフ等の交通費や、調査等で団体の構成員
の活動のために必要な交通費（社会通念上適当とされる額を超えたり、団体の構成
員の事務所への移動費など基礎的な運営に係る交通を含んだりしないこと。） 

消耗品費 資料、チラシ等作成に伴う紙類、文房具の購入、印刷・コピー代、花壇づくりの資
材の購入など（印刷物、事務用品等の数は必要最低限のものとすること。印刷物の
仕様は華美なものとしないこと。） 

原材料費 看板制作に係る木材等の購入など（購入数は必要最低限のものとすること。イベン
ト参加者用の原材料費が含まれる場合、参加者に実費負担を求め、収入に計上する
ようにしてください。） 

通信運搬費 資料送付に必要な切手代や宅配料など（購入数は必要最低限のものとすること。） 

保険料 イベント開催に伴う保険料など（ただし、イベントへの参加者が特定でき、個別に
保険に加入することが可能な場合は、参加者に実費負担を求め、収入に計上するよ
うにしてください。） 

委託料 専門知識・技術等を要する業務を外部の業者等に委託する費用（ただし、団体の構
成員で対応可能な業務は除き、委託料の占める割合は原則として補助対象経費の２
分の１以内とします。なお、当該委託業務が専門的知識・技術を有する業者等に依
頼しないと実施困難な必要最低限の業務であると認められるときは、委託料の占め
る割合が補助対象経費の２分の１を超える活動であっても申請できるものとしま
す。） 

使用料・賃借料 会場使用料、機材レンタル料など（公共施設を使用するなど必要最低限の額に抑え
ること。） 

備品購入費※３ 活動（ソフト事業）に使用するための備品の購入費用（本制度は活動に対する補助
制度であり、当該活動の実施に当たり備品が必要な場合に、その備品の購入に対し
て補助するものです。なお、活動内容が備品を購入するだけという場合は補助対象
になりません。） 

修繕料※３ 活動（ソフト事業）に使用するための設備等の修繕費用（本制度は活動に対する補
助制度であり、当該活動の実施に当たり設備等が必要な場合に、その設備等の修繕
に対して補助するものです。なお、活動内容が設備等を修繕するだけという場合は
補助対象になりません。） 

その他 その他活動を行う上で必要不可欠であると認められるものの購入等の経費 

 ※３ 備品購入費及び修繕料について、以下に掲げるものの整備に要する経費は、対象にはなりません。 

    １ 中古品（購入に限る。） 

    ２ 車両（市長がコミュニティ活動（防災活動を含む。）に直接必要であると認める軽車両を除く。） 

    ３ 世帯内（個人の自宅等）に設置されるもの（世帯内に設置されるべき特別の事情があると市長

が認める場合を除く。） 

    ４ その他市長が補助金の交付が適当でないと認めるもの 
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補助金の交付等 

 １ 補助事業の申請 

   補助金の交付を受けようとする団体は、新規申請用の補助事業申請書等の必要な書類を安芸

区役所地域起こし推進課（まちづくり支援センター）へ提出してください。 

２ 決定方法 

  (1) 申請書類の要件審査 

    申請のあった補助事業について、安芸区役所において、「区の魅力と活力向上推進事業補

助金交付要綱」等の規定に則したものかどうかを要件審査します。この段階で不採択となっ

た団体には、理由を付して不採択の通知を行います。     

    なお、「広島市暴力団排除条例」に基づき、申請された内容について、関係する官公庁へ

照会する場合があります。 

  (2)  補助金審査会での審査 

    (1)の要件審査を経て、安芸区役所内に設置する補助金審査会において、団体から提案さ

れた活動について、設定したテーマとの整合性、公益性、先駆性・独創性、実行性、継続性、

波及性、費用対効果の観点から審査します。 

  (3)  補助事業の決定 

補助金審査会での審査結果を踏まえ、企画総務局が必要な調整を行った上で、区役所にお

いて補助事業を決定し、事業が採択された団体にはその事業を所管し区役所の窓口となる課

（以下「所管課」という。）名を記載した補助事業採択通知書を、不採択となった団体には、

補助事業不採択通知書を送付します。また、補助事業が採択された団体については、区のホ

ームページ等において、団体名、事業内容の概要等を公開します。 

なお、採択に当たっては、事業の一部変更を条件にする場合があります。この場合、採択

額が申請額と同額とならないこともあります。 

 

 ３ 補助金の交付 

  (1)  補助金の交付申請 

    ２の(3)の補助事業採択通知書を受け取った団体は、「所管課」の指示に従い、補助金交付

申請書等の必要な書類を提出してください。補助金は、活動の開始前に概算額を支払うこと

とし、「所管課」に書類が提出された後、補助金交付決定通知書を送付し、おおむね１か月

以内に指定の口座に振り込みます。 

  (2)  事業計画、予算の変更 

    補助金交付決定通知書を受け取った後、「所管課」に申請した内容に変更が生じる場合は、

速やかに「所管課」又は地域起こし推進課（まちづくり支援センター）に御相談ください。

内容によっては、事業計画変更申請書等を提出していただく場合もあります。 

  (3)  活動の実績報告 

事業計画書に記載している事業内容の実施及び当該事業に係る経費の支出が全て完了し

た日から１０日以内又は３月３１日のいずれか早い日までに、団体は「所管課」に補助事業

実績報告書等所定の書類を提出し、実績報告を行ってください。なお、団体の監査や理事会

等での承認を経る必要があるなど、活動終了後１０日以内に実績報告を行うことが困難な場

合、３の(1)の補助金の支払いに必要な書類を提出する際に、理由と提出予定時期を記した

文書を合わせて提出し承認を得てください。実績報告が提出された後、「所管課」でその内

容をチェックし、書類の不備等があれば修正や追加提出などをお願いする場合があります。 

「所管課」での書類のチェックの結果、活動内容等が適切であると認めたときは、補助金

交付確定通知書により通知し、その際に補助金に過金が生じる場合は、「所管課」の指示に

従いこれを返納していただきます。 
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提出する書類 
 １ 補助事業申請時（別表２（Ｐ９）に定める区分により提出してください。） 

 (1) 補助事業申請書（新規申請用様式第１－１、１－２号） 

 (2) 事業計画書（新規申請用様式第２号） 

  (3) 収支予算書（新規申請用様式第３－１号） 

  (4) 団体の概要書（新規申請用様式第４－１、４－２号）[規約・会則等団体の運営に関する

規程を添付] 

  (5) 誓約書（様式第１７号） 

   ※ 暴力団排除の観点から、団体の内容に応じて提出する申請書が異なりますので、御注意ください。 

 

 ２ 補助金交付申請時（補助事業採択通知書受領後） 

(1) 補助金交付申請書（様式第７号） 

(2) 事業計画書（様式第２号） 

(3) 収支予算書（様式第３－２号） 

  

３ 事業計画変更時 

 (1) 事業計画変更申請書（様式第９号） 

 (2) 変更事業計画書（様式第１０号） 

  (3) 変更収支予算書（様式第１１号） 

 

４ 事業終了後 

 (1) 補助事業実績報告書（様式第１３号） 

 (2) 事業実施報告書（様式第１４号）[必要に応じチラシ等印刷物や写真等を添付] 

  (3) 収支決算書（様式第１５号） 

  (4) 領収証書等収支の事実を証する書類又はその写し 

 

  ● 上記１～４で指定する様式については、安芸区役所地域起こし推進課（まちづくり支援セ

ンター）で配布するとともに、安芸区のホームページ 

（アドレス: 

https://www.city.hiroshima.lg.jp//akiku/machi/1027784/1027788/1027789/1050272.html） 

からもダウンロードできます。 

 

  ● 安芸区役所地域起こし推進課（まちづくり支援センター）では、補助制度の内容や申請書

類の記入方法などの応募に関する御質問・御相談に応じています。不明な点等ございました

ら、お気軽にお尋ねください。 

[相談受付時間：月曜日から金曜日の午前８時３０分～午後５時１５分 

（祝日、８月６日、１２月２９日から１月３日までを除く。）] 

 

  

 

 

 住所 〒736-8501 広島市安芸区船越南 3丁目 4番 36号 

    安芸区役所 地域起こし推進課（庁舎 2階） 

 電話：（082）821-4904          

 F A X：(082）822-8069         

 e-mail：ak-chiiki@city.hiroshima.lg.jp 

 

 

https://www.city.hiroshima.lg.jp/akiku/machi/1027784/1027788/1027789/1050272.html
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留意事項 

 １ 活動内容の広報等及び成果発表への協力等について 

   広く区民に活動内容を公開することにより、地域における新たなまちづくり活動の担い手を

掘り起こし、地域の活性化に役立てるため、団体が補助金の交付を受けて実施する活動を区ホ

ームページや広報紙等で紹介します。また、公開の活動報告会を開催し、その場で活動の成果

を団体に発表していただく場合もあります。団体においても、ホームページや広報紙等を通じて、

補助金の交付を受けて実施する活動を積極的にＰＲしていただきますよう御協力をお願いします。 

 

 ２ 補助金対象事業の記載について 

   補助金の交付を受ける団体が、ポスター・チラシ、パンフレット、マップなどの印刷物など

を作成する場合には、「令和８年度区の魅力と活力向上推進事業補助金交付事業」であること

を明記してください。 

 

 ３ 補助金以外の支援について 

   活動の実施に当たり、区役所の後援や公共空間の使用許可などの手続が必要な場合は、関係

部署の紹介等を行うこともできますので、お気軽に安芸区役所地域起こし推進課（まちづくり

支援センター）に御相談ください。 

 

４ 帳簿等の整備 

   補助金の交付を受けた団体は、領収証書を整理・保管し、現金出納簿等の帳簿を備え、補助

事業の執行に係る収支の額及び補助金の使途を記録してください｡また、領収証書及び帳簿に

ついては、当該年度終了後、５年間保存してください。 

 

 ５ 中間調査等の実施について 

   活動の中途や実績報告の提出後に、「所管課」が必要と認める場合には、「所管課」が指定す

る書類の提出を求めたり、活動現場、団体の事務所等で調査を実施したりする場合があります。 

 

 ６ 虚偽の申請等があった場合について 

   虚偽の申請があった場合、団体の都合により活動の実施が困難になった場合などには、団体

に対し補助金の全部若しくは一部の返還や是正措置の実施を命じることがあります。 

 

 ７ 情報公開等について 

   団体から提出された書類等については、個人情報保護法、広島市情報公開条例及び個人情報

保護条例等の規定に基づき取り扱います。また、提出された書類等は原則返却いたしませんの

で、「所管課」から問合せがあった時に対応できるよう、提出前に必ず写しを取り、保管する

ようにしてください。 

 

 ８ 補助金交付終了後の問合せへの協力について 

   団体への補助金交付終了以降の年度において、活動状況等に関する問合せをすることがあり

ますので、その際には、回答の御協力をお願いします。 
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補助制度の流れ   

 

           申請団体                          安芸区役所 

 

 

                    書類提出 

 

                   不採択通知 
 
 
                   
 
 

                   （出席依頼） 

 

 

                   （説  明） 
 

                   通 知  

 

               

 

 

              ※（事業を実施しない場合）辞退の旨回答 
 

                     

                

                 

補助金交付決定通知 

                     
                    口座振込     

 

 

                   （書類提出） 

 

                   （変更通知等） 

                   （通 知）  

 

                   （協 力） 

                    書類提出 

                    

                    

                         

 
 
                               

                  （剰余金の返還） 

 ※ 必要に応じ実施するもの 

補助事業の申請 書類の要件審査 

要件不備 要件完備 

審査会での審査 ※（説明の準備） 

不採択 採 択 

交付団体、金額の決定 

活動の実施 

※（中間調査の実施） 

活動実績報告 実績報告書等のチェック 

※（追加書類の準備等） 

※（補助金の精算） 

金額の確定 

補助金の支払手続 

補助金交付申請 

※（応募件数が多数の場合） 

（審査会による予備審査） 

企画総務局による調整 

※（変更申請書等のチェック） ※（事業計画変更申請） 

書類提出 

補助事業採択通知 

（書類の追加指示、調査の実施） 補助金額確定通知 

 

（追加書類提出） 



7 

 

参 考 

 

○ 区役所が設定したテーマ 

テーマ１：人を育み、安全・安心で地域が支え合いながら健康に暮らせるまちづくり 

まちづくりの担い手や子育て支援体制の確保、防災・防犯力の強化などの地域課題の解決に

取り組み、安全・安心で地域が支え合いながら健康に暮らせるまちづくりを進めます。特に、

中山間地では、定住の促進などにより、地域コミュニティの活性化を図ります。 

【活動事例】 

高齢者や児童・生徒の見守り活動、子どもの遊び場と居場所づくり、健康ウオーキング、

農業を生かしたまちづくり、特産品づくり、地域防災活動 など 

 

テーマ２：豊かな自然と共存したやすらぎのあるまちづくり 

岩滝山や蓮華寺山、鉾取山、絵下山などの山々や瀬野川の水辺などの豊かな自然を保全・活

用し、住民が身近に緑や水に親しむことのできる環境づくりに取り組み、豊かな自然と共存し

たやすらぎのあるまちづくりを進めます。 

【活動事例】 

水と緑に親しみ環境への関心を高める活動、自然にふれあえるウオーキングルートづくり、

ホタルの放流・養殖 など 

 

テーマ３：ふれあいと文化の薫る交流のまちづくり 

かつての西国街道沿いの史跡や伝統行事を始めとする歴史・文化資源の保存・活用・継承に

取り組みます。また、住民が地域を愛する心を育み、多様性を受け止め、互いに認め合い、交

流することができるまちづくりを進めます。 

【活動事例】 

神楽、獅子舞など伝統芸能の継承活動、地域の自然・歴史を巡るマップづくりや歴史散策

会の開催、地域の魅力を掘り起こし発信する取組、花のある街並みづくり、住民が集い交流

するイベントの開催、イルミネーション、イメージキャラクターの制作 など 

 

テーマ４：東部地域をつなぐ活力とにぎわいのあるまちづくり 

隣接する府中町、海田町、熊野町及び坂町を始めとした東部地域との連携を一層促進させ、

住民相互の交流や経済面、生活面での結び付きを一層深めることにより､共に活力とにぎわい

のあるまちづくりを進めます。 

【活動事例】 

となり町の住民との交流を促進する活動 など 
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別表１ 

補助の対象となることができない団体とは、「次の１から３のいずれかに該当する者が、当該団体の

構成員に含まれている団体」及び「旧統一教会及び関連団体・友好団体」並びに「旧統一教会及び関連

団体・友好団体が連携団体又は協力団体となっている団体」です。 

 

区  分 内     容 

１ 暴力団員 
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。 

２ 県公安委員会公表者 

暴力団への利益供与を行ったことなどにより、広島県暴力団排除

条例（平成２２年広島県条例第３７号）第１９条第３項の規定によ

る公表が現に行われている者をいう。 

３ 暴力団密接関係者 

次のいずれかに該当する者をいう。 

ア その行うべき事業の経営若しくは運営を暴力団若しくは暴力

団員等（暴力団員及び県公安委員会公表者をいう。以下この項目

において同じ。）に行わせ、経営上若しくは運営上の重要事項の

決定に暴力団若しくは暴力団員等を関与させ、又は暴力団員等を

役員若しくは店舗、工場その他の事業所を代表する使用人として

いる事業者 

イ 暴力団が勢力を誇示するために行う活動若しくは暴力団に特

有の行事に参加し、又はこれらの活動若しくは行事の開催を支援

するなど、積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関

与することとなる行為をしている者（事業者を含む） 

ウ 暴力団員とゴルフ、飲食（生活上必要な日常の食事を除く。）、

旅行その他の遊興をしばしば共にし、又は暴力団若しくは暴力

団員と社会通念上形式的又は儀礼的なものと認められる限度を

超えた贈答を行うなど、暴力団又は暴力団員と社会的に非難さ

れるべき関係を有している者（事業者を含む） 

 エ 情を知って、上記アからウまでの者を利用している者（事業

者を含む） 

 オ 情を知って、上記アからウまでの者に資金等を供給し、又は

便宜を供与している者（事業者を含む） 
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別表２ 
 

団体の内容 申請書の種類 

１ 農業協同組合、商工会、社会福祉協議会、

青年団等の公共的団体等 

２ 電気事業者、ガス事業者等の公益事業者 

３ 町内会、自治会等の地縁団体、子ども会、

老人会等の特定の目的をもって地域で組

織される団体、又はその連合会等 

４ その他、本市がその団体の活動内容等を

詳細に把握しており、暴力団の活動を助長

し、又は暴力団を利するおそれがないこと

が明らかな団体 

(1) 補助事業申請書（新規申請用様式第１－１号） 

(2) 事業計画書（新規申請用様式第２号） 

 (3) 収支予算書（新規申請用様式第３－１号） 

(4) 団体の概要書（新規申請用様式第４－１号） 

[規約・会則等団体の運営に関する規程を添付] 

まちづくりの推進を目的とした住民で組織

する任意の団体である場合 

(1) 補助事業申請書（新規申請用様式第１－１号） 

(2) 事業計画書（新規申請用様式第２号） 

 (3) 収支予算書（新規申請用様式第３－１号） 

(4) 団体の概要書（新規申請用様式第４－１号） 

[規約・会則等団体の運営に関する規程を添付] 

(5) 誓約書（様式１７号） 

 上記以外の団体 

 

 注 申請内容について、関係する官公庁に

照会する場合がありますので、その旨、

同意していただく必要があります。 

(1) 補助事業申請書（新規申請用様式第１－２号） 

(2) 事業計画書（新規申請用様式第２号） 

 (3) 収支予算書（新規申請用様式第３－１号） 

(4) 団体の概要書（新規申請用様式第４－２号） 

[規約・会則等団体の運営に関する規程を添付] 

 


